
ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者の登録に関する要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は，ふるさと取手応援寄附金制度を活用した取手市及び地元特産品

等の魅力発信により，市への寄附を促進し，販路拡大等に伴う市内産業の振興及び

地域の活性化につなげるため，市への寄附者に対するお礼の品として贈呈する商品

又はサービス（以下「返礼品等」という。）を提供する法人，団体又は個人事業者

（以下「法人等」という。）の登録に関し，必要な事項を定めるものとする｡

（協力事業者及び返礼品等の要件）

第２条 ふるさと取手応援寄附金の返礼品等を提供する協力事業者（以下単に「協力

事業者」という。）は，次に掲げる要件を全て満たす法人等であって，かつ，この

要綱の規定に基づき市に登録された者でなければならない。

（１）本社（本店），支社（支店），事業所，販売店又は工場が市内にあること。ただ

し，次に掲げる返礼品等を提供する法人等にあっては，この限りでない。

ア 特例控除対象寄附金の対象となる都道府県等の指定に係る基準等を定める件

（平成３１年総務省告示第１７９号。以下「総務省告示」という。）第５条第８

号に規定する共通返礼品

イ 市内で提供される宿泊，食事，乗車，施設利用，イベント体験その他のサー

ビス

（２）法令に適合した生産，製造，加工，販売，サービスの提供又は企画を行ってい

ること。

（３）市税を滞納していないこと。

（４）返礼品等に関し，原材料，価格の表示その他の商品情報の開示の求めに迅速か

つ適切な対応ができること。

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号の暴力団又は同条第６号の暴力団員に該当せず，かつ，当該暴力団又

は暴力団員の利益となる活動を行うものでないこと。

２ 協力事業者が提供する返礼品等は，次に掲げる要件を全て満たすものでなければ

ならない｡

（１）取手市の魅力を発信し，交流人口の増加や地域産業の振興につながる要素を持

つ商品又はサービスであること。

（２）協力事業者が法令に適合した生産，製造，加工，販売，サービスの提供又は企

画を自ら行っているものであり，総務省告示第５条各号のいずれかに該当するも

のであること。

（３）安定した供給が見込める品質及び数量を有するものであること。



（４）返礼品等が飲食物である場合は，十分かつ適切な賞味期限及び消費期限が確保

されるものであること。

（５）返礼品等が宿泊，食事，乗車，施設利用，イベント体験その他のサービスの提

供である場合は，市内で提供されるものであること。

（６）返礼品等が配送を要する場合は，市が指定する配送事業者又は協力事業者自身

による配送が可能なものであること。

（登録の申請等）

第３条 協力事業者としての登録を希望する法人等は，ふるさと取手応援寄附金返礼

品等協力事業者登録等申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）に次に掲げ

る書類を添え，市長に申請しなければならない。

（１）返礼品等提案一覧表（様式第１号の２），返礼品等提案書（様式第１号の３）

及び提供を予定する返礼品等が分かる書類

（２）事業概要が把握できるパンフレット等の書類

（３）法令に適合した生産，製造，加工，販売，サービスの提供又は企画を行ってい

ることを示す書類

（４）市税を滞納していないことを証する書類

（５）その他市長が必要と認める書類

２ 前項第４号の規定にかかわらず，市の公簿等により納税の状況を確認することが

できるときは，同号の書類の添付を要しない。

３ 協力事業者は，登録内容を変更するときは，申請書に変更する事項を記入し，市

長に申請しなければならない。

（登録等の決定）

第４条 市長は，前条の規定による申請があったときは，速やかにその内容を審査し

た上，登録又は変更（以下「登録等」という。）の可否を決定し，ふるさと取手応

援寄附金返礼品等協力事業者登録等決定通知書（様式第２号）により，当該申請者

に通知するものとする。

２ 市長は，前項の規定による登録等の決定を行う場合において，必要と認めるとき

は，当該決定に条件を付することができる。

３ 市長は，第１項の規定により登録を決定したときは，申請書で提案された返礼品

等をふるさと取手応援寄附金制度の返礼品等として取り扱うものとする。

（返礼品等の変更等）

第５条 協力事業者は，既に提供している返礼品等の内容を変更し，又は提供を取り

やめるときは，ふるさと取手応援寄附金返礼品等変更等申請書（様式第３号）によ

り市長に申請しなければならない。

２ 協力事業者は，返礼品等の追加提案をしようとするときは，ふるさと取手応援寄

附金返礼品等追加申請書（様式第４号）に返礼品等提案一覧表（様式第１号の２），



返礼品等提案書（様式第１号の３）及び提供を予定する返礼品等が分かる書類を添

え，市長に申請しなければならない。

（返礼品等の変更等の決定）

第６条 市長は，前条の規定による申請を受けたときは，速やかに変更若しくは取り

やめ又は追加提案（以下「変更等」という。）の内容を審査した上，変更等の可否

を決定し，ふるさと取手応援寄附金返礼品等変更等決定通知書（様式第５号）によ

り，当該申請者に通知するものとする。

２ 市長は，前項の規定による変更等を認める決定を行う場合において，必要と認め

るときは，当該決定に条件を付することができる。

（返礼品等の取扱いの中止）

第７条 市長は，協力事業者が提供する返礼品等が第２条第２項の要件を満たさなく

なったときは，当該返礼品等の取扱いを中止し，ふるさと取手応援寄附金返礼品等

取扱中止通知書（様式第６号）により，当該協力事業者に通知するものとする。

（協力事業者の責務等）

第８条 協力事業者は，次に掲げる事項を遵守しなければならない。

（１）取手市の魅力発信に積極的に努めること。

（２）寄附者の個人情報の取扱いについて，取手市個人情報保護条例（平成１２年条

例第７号）及び関係法令を遵守すること。

（３）協力事業者が提供した返礼品等の品質等に関する寄附者からの苦情等について，

市の責めに帰すべき場合を除き一切の責任を負うこと。

（４）前号の苦情等について，速やかに市及びふるさと取手応援寄附金返礼品等取扱

業務を委託された事業者へ報告すること。

２ 協力事業者は，次に掲げる事項を行うことができる。

（１）市が返礼品等を掲載しているふるさと納税のウェブサイトに，返礼品等の画像，

商品名，サービス内容，事業者名等を掲戴すること。

（２）返礼品等の発送に際して，市長が認めた商品のカタログ，チラシ等を同封する

こと。

（３）返礼品等の配送料に相当する額を市長に請求すること。ただし，提供した返礼

品等の品質等に関する寄附者からの苦情等により再配送する場合は，この限りで

ない。

（協力事業者の登録の抹消）

第９条 協力事業者は，協力事業者の登録の抹消を希望するときは，抹消希望日の１

４日前までに，ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録抹消申出書（様式

第７号）により市長に申し出なければならない。

２ 市長は，協力事業者が次の各号のいずれかに該当するときは，ふるさと取手応援

寄附金返礼品等協力事業者登録抹消通知書（様式第８号）により当該協力事業者に



通知し，協力事業者の登録を抹消することができる。

（１）前項の規定により登録の抹消を申し出たとき。

（２）第２条第１項の要件を満たさなくなったとき。

（３）第７条の規定により，提供する返礼品等の全ての取扱いが中止されたとき。

（４）前条第１項に規定する事項を遵守しなかったとき。

（５）市，寄附者その他のふるさと取手応援寄附金に関係する者に対し，損害を及ぼ

したとき，又は損害を及ぼすおそれがあるとき｡

（６）偽りその他不正の手段により協力事業者の登録を受けたとき。

（７）前各号に掲げるもののほか，この要綱の規定並びに協力事業者の登録の決定の

内容及びこれに付した条件に違反し，又は従わなかったとき。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。

付 則

（施行期日）

１ この要綱は，令和４年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この要綱の施行の際現にふるさと取手応援寄附金の返礼品等を提供している事

業者等については，施行日以後速やかに第３条第１項の規定により市長に登録の申

請を行わなければならない。この場合において，施行日以後市長の登録を受けるま

での間，当該事業者等は，この要綱の規定による協力事業者の登録を受けたものと

みなす。



様式第１号（第３条関係）

年 月 日

取手市長 殿

ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録等申請書

ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者の登録（変更）をしたいので，ふるさ

と取手応援寄附金返礼品等協力事業者の登録に関する要綱第３条第１項（第３項）の

規定により，関係書類※１を添えて申請します。

※１ 関係書類：ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者の登録に関する要綱第３条第

１項各号に規定する書類

申 請 事 業 者

所 在 地： 〒

（フリガナ）

事業者名：

（フリガナ）

代表者氏名：

電話番号：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

担当者連絡先

※ 担当者連絡先が上の欄と異なるときは記入してください。

（氏名フリガナ）

担当者所属・氏名：

電話番号：

ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：

変 更 項 目
※ 変更の場合は，変更前及び変更後の内容を記載すること。

＜個人情報の確認の同意欄（同意するときは□欄にチェック印を付けてください。）＞

□ 私は，この申請及び登録のための審査に必要な自己の情報を，取手市が管理

する公簿等で，市が確認することに同意します。

取手市使用欄



様式第１号の２（第３条，第５条関係）

返礼品等提案一覧表

注意事項

（１）登録に当たっては，返礼品等の内容が確認できるもの（サンプル，パンフレ

ット，イメージ画像等）を併せて提出してください。

（２）必要に応じ，枠を追加して作成してください。

No. 返礼品等の名称

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10



様式第１号の３（第３条，第５条関係）

返礼品等提案書

（№ ）

（注意事項）

（１）提案する返礼品等ごとに作成してください。

（２）基準適合の確認欄は，ふるさと納税制度の返礼品等として国が定めている基

準に合致していることを申請事業者が確認の上，□欄にチェック印を付けてく

ださい。確認していない場合や基準に適合していない場合には，返礼品等とし

て認められません。

返 礼 品 等 名

（フリガナ）

返礼品等内容

返礼品等価格
円

（梱包費，消費税及び地方消費税額を含む。）

基準適合の確認
□ この返礼品等は，国が定めるふるさと納税制度の基準に適合

したものであることを，申請事業者自らも確認しています。

取手市使用欄



様式第２号（第４条関係）

取 発第 号

年 月 日

様

取手市長

ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録等決定通知書

年 月 日付けで申請のあったふるさと取手応援寄附金返礼品等協

力事業者登録等に係る申請について，下記のとおり決定したので，ふるさと取手応援

寄附金返礼品等協力事業者の登録に関する要綱第４条第１項の規定により通知しま

す。

記

登 録 等 の 可 否

登 録 番 号 第 号

登 録 の 条 件

登録を行わない

場 合 の 理 由



様式第３号（第５条関係）

年 月 日

取手市長 殿

ふるさと取手応援寄附金返礼品等変更等申請書

（協力事業者）

登 録 番 号 第 号

事 業 者 名

代表者氏名

担当者氏名

下記のとおり返礼品等を（変更したい・取りやめたい）ので，ふるさと取手応援

寄附金返礼品等協力事業者の登録に関する要綱第５条第１項の規定により申請しま

す。

記

関係書類 変更前と変更後の返礼品等の画像（外形に変更がある場合）

返 礼 品 名 等

名 称

（フリガナ）

変 更

（取りやめ）

内 容

□ 返礼品等の名称 □ 返礼品等の内容 □ 返礼品等の価格

□ 取りやめ □ その他（ ）

変 更 前

変 更 後

変 更

（取りやめ）

理 由

そ の 他

取手市使用欄



様式第４号（第５条関係）

年 月 日

取手市長 殿

ふるさと取手応援寄附金返礼品等追加申請書

（協力事業者）

登 録 番 号 第 号

事 業 者 名

代表者氏名

担当者氏名

下記のとおり返礼品等を追加したいので，ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力

事業者の登録に関する要綱第５条第２項の規定により申請します。

記

別紙返礼品等提案一覧表（様式第１号の２）及び返礼品等提案書（様式第１号の

３）のとおり



様式第５号（第６条関係）

取 発第 号

年 月 日

登録番号 第 号

様

取手市長

ふるさと取手応援寄附金返礼品等変更等決定通知書

年 月 日付けで申請のあったふるさと取手応援寄附金返礼品等変

更等の申請について，下記のとおり決定したので，ふるさと取手応援寄附金返礼品等

協力事業者の登録に関する要綱第６条第１項の規定により通知します。

記

変更等の可否

変 更 等 の 条 件

変更を行わない

場 合 の 理 由



様式第６号（第７条関係）

取 発第 号

年 月 日

登録番号 第 号

様

取手市長

ふるさと取手応援寄附金返礼品等取扱中止通知書

下記のとおり返礼品等の取扱いを中止したので，ふるさと取手応援寄附金返礼品等

協力事業者の登録に関する要綱第７条の規定により通知します。

記

返礼品等の名称

取 扱 中 止 日 年 月 日

取扱中止の理由



様式第７号（第９条関係）

年 月 日

取手市長 殿

ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録抹消申出書

（協力事業者）

登 録 番 号 第 号

事 業 者 名

代表者氏名

担当者氏名

下記のとおり協力事業者の登録を抹消したいので，ふるさと取手応援寄附金返礼品

等協力事業者の登録に関する要綱第９条第１項の規定により申し出ます。

なお，登録の抹消に当たり，以下の２点を誓約します。

１ 抹消希望日前に寄附者から申込みのあった返礼品等の提供について，一切の責任

を負うこと。

２ 抹消希望日以降も，返礼品等の品質等に関する保証，苦情等については，真摯に

対応し解決に努めること。

記

抹 消 希 望 日 年 月 日

抹 消 理 由

取 手 市 使 用 欄



様式第８号（第９条関係）

取 発第 号

年 月 日

登録番号 第 号

様

取手市長

ふるさと取手応援寄附金返礼品等協力事業者登録抹消通知書

下記のとおり協力事業者の登録を抹消したので，ふるさと取手応援寄附金返礼品

等協力事業者の登録に関する要綱第９条第２項の規定により通知します。

記

抹 消 日 年 月 日

抹 消 理 由


